
お問い合わせ
給付班　043-223-4118知っていますか？

あなたの大事な組合員証
お子様と一緒に…認定要件チェック！

就職シーズン到来！ということで、今回はお子様を扶養している方の年度当初の手続きについてです。
下のフローチャートでお子様と一緒によく確認して、「取消」の手続きが必要になる方は手続き漏れがない

ようにしてください。
また、「うちの子はまだまだ学生だわ。」という方でも、H 7.4.2 ～ H 8.4.1 生まれのお子様を扶養してい

る方は、扶養手当の支給がなくなるので、継続認定の手続きが必要です。
なお、継続認定の手続きは 9 ～ 10 月の検認時に行いますので、4 月中の手続きは不要となりますが、4 月

中に認定要件を満たしているか確認し、要件を欠くときは速やかに認定取消の手続きをお願いします。

（注）扶養手当を受給していないお子様を共同扶養している場合、他の扶養義務者（配偶者など）の収入が組
合員より 1 割以上多いときは取消となりますので、４月中に必ず確認をしてください。（双方が公立学校
共済組合員の場合を除く）
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月収（通勤手当等含む）が
Ａ　108,334 円以上
Ｂ　108,334 円未満
※不安定収入者は 3 か月連続で
108,334 円を上回った場合取消

すぐに「取消」の
手続きが必要です！

手続きの詳細は、所属の事務
の方にご相談ください。取消
の要件を備えた日（就職日等）
以降に医療機関で被扶養者証
を使用すると、医療費の返還
が必要になります。ご注意く
ださい !!　

「継続認定」の
手続きが必要です！

手続きの詳細は、例年９月～
１０月頃に行う検認時に通知
します。所属の事務の方にご
相談ください。

（注に該当する場合は取消となるた
め、すぐに手続きが必要です！）

手続きは
必要ありません

※ 22 歳以上のお子様は例年 9 月
～ 10 月頃に行う検認時に通知
します。

お子さまは…
Ａ　22 歳年度末
　　　（H 7.4.2 ～ H　8.4.1 生）
Ｂ　22 歳年度末ではない

アルバイト等を…
Ａ　している
Ｂ　していない

雇用期間が３か月を
Ａ　超える
Ｂ　超えない

認定要件チェック！
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